
 【神奈川区】一次判定・進捗状況の確認について 

 

令和７年度より、進捗状況の照会・回答方法が変わります！ 

 

従来、神奈川区では進捗状況の照会は FAX にて受け付け、翌開庁日に電話で回答しており

ましたが、ペーパーレスの推進・事務負担の軽減・情報の正確性の向上等の観点から、令和７年

４月以降、進捗状況については、【横浜市電子申請・届出システム】を利用しての照会・回答とさ

せていただきます。なお、令和 7 年 4～5 月は移行期間とし、FAX での受付も対応します。 

また、市民の方から「電話が繋がらない」といったお声をいただいてしまっているため、以前

よりお願いしていたことではありますが、原則としてお電話での受付を廃止し、システム上で

の受付に統一させていただきます。 

変更によりお手数をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。 

 

変更前 

事業所・施設                                神奈川区 

①FAX にて照会 

 

 

 

                     ②TEL にて回答 

（翌開庁日） 

                  

 

 

 

変更後 

事業所・施設                                神奈川区 

①【横浜市電子申請 

・届出システム】 

にて照会 

 

 

 

②メールにて回答 

（翌開庁日） 

R7.4 月以降 



 

 

 

 

 

 

【工程の詳細】 ※別添に入力イメージ・回答イメージあり 

① 以下のリンクにアクセスし、事業所名と進捗状況が知りたい方の情報を入力。 

★メモしておいてください★ 

・どの方を何番目に記入したか  

・受付番号 

※被保険者番号での申請・氏名生年月日での申請の両方を１回の申請でできるようにしました。 

ただし、被保険者番号がわかる方は被保険者番号で申請していただけると助かります！ 

 

② 登録のメールアドレスに回答が届きます。 

回答は、入力日の翌開庁日にお送りします。 

※職員体制により１日遅れることもあります。ご了承ください。 

パスワード付 Excel で送付します。パスワードは後日お知らせします。 

 

 

【諸注意】 

⑴回答の対象は神奈川区の方のみです。（他区にお住まいの方は各区にお問合せください。）

⑵代行申請もしくは居宅届を提出している対象者のみ回答します。 

⑶サービス利用、計画および請求で情報が必要な場合のみ回答します。 

⑷対象者に確認し、被保険者証が届いていないことを確認してください。 

⑸１度の申請で、まとめて申請してください。 

⑹認定申請から間がない照会についてはお答えできない場合があります。 

⑺一次判定が認定調査中のため回答できなかった場合、時間をおいて再度申請してください。 

進捗状況についても同様の仕組みを利用しますので、一次判定の結果も（出ていれば）開示し

ます。 

⑻一次判定は仮の判定のため、審査会の決定により変更となる可能性があります。ご理解く

ださい。 

「要支援２」「要介護１」を分けて回答します。ただし、この２つは審査会にて変わる可能性が非

常に高い（基準時間が同じ）ため、別紙の説明をご確認いただいた上で、各事業所の責任で判

断してください。 

 

※事前に電子申請・届出システムにて利用者登録を済ませてください※ 

↓システムのホームページはこちらです↓ 

ホーム ｜ 横浜市電子申請・届出システム 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home


【開⽰の流れ ⼊⼒イメージ・回答イメージ】 

■申請画面①■ 

 

 

■申請画⾯②■ 

 

 



 

 

 

 

                                                                                  

 
 

■申請画⾯③■ 

 



メールアドレスが⼊ります

受付番号 123456789

要介護度 進捗状況（審査会予定）

１⼈⽬ 要⽀援１ 4⽉25日

２⼈⽬ 要⽀援２※ 認定調査着、意⾒書未着。5⽉第2週以降

３⼈⽬

４⼈⽬

５⼈⽬

６⼈⽬

７⼈⽬

８⼈⽬

９⼈⽬ 認定調査中 認定調査・意⾒書ともに未。5⽉第2週以降

１０⼈⽬ 要介護１※ 資料揃い済、審査会⽇未定。5⽉第2週以降

１１⼈⽬ 認定調査中 認定調査・意⾒書ともに未。5⽉第2週以降

１２⼈⽬ 要介護５ 資料揃い済、審査会⽇未定。5⽉第2週以降

１３⼈⽬

１４⼈⽬

１５⼈⽬

１６⼈⽬

・１〜８⼈⽬が被保険者番号で申請された⽅、９〜16⼈⽬が⽒名⽣年⽉⽇で申請された⽅。

※「要⽀援２」「要介護１」については、介護の⼿間の度合い（基準時間）が同じです。

そのため、審査会で「要⽀援２」↔「要介護１」の変更が⾮常に頻繁に発⽣しています。

施設名が⼊ります

詳細は電⼦申請画⾯に記載の「申請書・資料 要⽀援２・要介護１について」を

ご確認ください。

・認定調査の内容を事務局が未確認のまま、⼀次判定が出ているケースがあります。
「あくまで⼀次判定で、下がる可能性、上がる可能性が⼗分にある」ことをご理解ください。

01151043
長方形

01151043
テキストボックス
←受付番号が入るようにしました。

01151043
テキストボックス
回答サンプル（Excel形式）

01151043
線

01151043
線

01151043
テキストボックス
被保険者番号で申請した方

01151043
テキストボックス
氏名・生年月日で申請した方

01151043
線

01151043
線
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